2002 6 25 73 FZ
2002 5 24
2002 6 14







1)
2)
3)

4)






52



1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

12)
13)



14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)



40

45






17

17



17

17

10

18









30



: )
2)
3)
4)

5)

6)

31

31

30



7)
8)

9

10)
11)
12)
13)
14)






35



45






10.






35

35



52









59



1976

1976

629
1983

1978

31
1985

1990

1982
133

10 29

10 29

9 21

12 15

34

12 25

1990

16

40

4692-1X
1976 44 628
4693-1X

10002-X

1983 39 583

1978 51
35 40 42

1985 4 118

447-|

30 420

865

1387

2010
1982

1976

12

31
26

44

20



3.
1982 9 16 865
2010 12 31
4.
2010 12 31
21 34 35 40 42
5.
6.
1.



17



	第１条【本連邦法規の規定の対象】
	第２条【ロシア連邦諸国民の文化遺産（歴史･文化記念物）の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における諸関係の法的規定
	第３条【ロシア連邦諸国民の文化遺産（歴史･文化記念物）】
	第４条【文化遺産の歴史的文化的意義という部門】
	第５条【文化遺産の敷地内における土地】
	第６条【文化遺産の国による保護】
	第７条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦市民、外国籍の市民、及び国籍をもたない個人の
	第８条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護における社会団体及び宗教団体の協力】
	第９条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野におけるロシア連邦の権限】
	第１０条【文化遺産の保全、利用、普及、及び国による保護の分野において特別に権限を委任された連邦行政権機関】
	第１１条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の分野における国家検査】
	第１２条【文化遺産の保全・利用・普及、及び国による保護の国家特別プログラム】
	第１３条【文化遺産の保全・普及、及び国による保護の為の対策の財源】
	第１４条【文化遺産の保全工事に資金を投入した個人又は法人に供与される特恵】
	第１５条【ロシア連邦諸国民の文化遺産（歴史･文化記念物）の国による総合目録】
	第１６条【目録の編成】
	第１７条【文化遺産を目録に掲載する決定を行う為に国家権力機関へ提出される書類】
	第１８条【文化遺産を目録に掲載する為の規程】
	第１９条【文化遺産を目録に掲載する決定の期限】
	第２０条【目録の記録】
	第２１条【文化遺産証明書】
	第２２条【文化遺産の歴史的文化的意義という部門の変更規程】
	第２３条【目録からの文化遺産の削除】
	第２４条【特に貴重なロシア連邦諸国民の文化遺産】
	第２５条【文化遺産を世界遺産リストに加える為の根拠、及び然るべき文書類の提出規程】
	第２６条【文化遺産に関する情報の用益権】
	第２７条【文化遺産に対する情報表記及び情報標識】
	第２８条【国家による歴史文化の鑑定】
	第２９条【歴史文化鑑定の実施原則】
	第３０条【歴史文化鑑定の対象】
	第３１条【歴史文化鑑定への資金提供、歴史文化鑑定の実施決定及び実施の為の規程】
	第３２条【歴史文化鑑定の結論】
	第３３条【文化遺産の国による保護の目的及び任務】
	第３４条【文化遺産保護地帯】
	第３５条【文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他
	第３６条【土地整理工事、土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の設計及び実施に際して文化遺産の保存状態
	第３７条【その実施が文化遺産に損害を与え得る土木工事、建設工事、土地改良工事、業務工事、及び他の工事の中断】
	第３８条【文化遺産の敷地内及び文化遺産保護地帯内における交通手段の通行制限】
	第３９条【文化遺産の状態に対する検査】
	第４０条【文化遺産の保全】
	第４１条【文化遺産の保存処置】
	第４２条【記念物の修理】
	第４３条【記念物又は建造物群の修復】
	第４４条【現代的利用の為の文化遺産の適応化】
	第４５条【文化遺産保全工事の実施規程】
	第４６条【文化遺産の敷地の利用体制に対する個人及び法人の遵守義務】
	第４７条【消失した文化遺産の復元】
	第４８条【目録掲載の文化遺産及び新規発見の文化遺産の所有・利用、及び管理の特異性】
	第４９条【考古学的遺物及びその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有・利用、及び管理の特異性】
	第５０条【国家所有又は地方自治体所有からの文化遺産の譲渡の為の規程及び根拠】
	第５１条【目録掲載の文化遺産の用益権及び新規発見の文化遺産の用益権の発生根拠】
	第５２条【目録掲載の文化遺産、またその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の用益権、及び新規発見の文化遺産の用益権
	第５３条【目録掲載の文化遺産の利用に際した諸制限、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の利用に際した諸
	第５４条【目録掲載の文化遺産の所有権、若しくはその域内に考古学的遺物がある土地又は水体の一画の所有権の停止】
	第５５条【文化遺産の賃借契約の条件】
	第５６条【目録掲載の連邦所有の文化遺産の無償利用への提供】
	第５７条【歴史文化保護区】
	第５８条【歴史文化保護区の設置規程及びその境界の確定】
	第５９条【歴史的移住地の概念及び歴史的移住地の保護内容】
	第６０条【歴史的移住地における都市計画事業、経済活動、及び他の活動】
	第６１条【本連邦法規の違反に対する責任】
	第６２条【諸基準令の本連邦法規への合致】
	第６３条【ロシア連邦歴史･文化記念物の保護及び利用に関する基準令の効力期限及び効力範囲】
	第６４条【本連邦法規に則して歴史･文化記念物を然るべきという部門の文化遺産及び新規発見の文化遺産に組み入れる規程】
	第６５条【ロシア連邦大統領及びロシア連邦政府の基準法令の本連邦法規への合致】
	第６６条【本連邦法規の施行】

